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青
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査
第
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号

平
成
20年
３
月
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森
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青
森
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会
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森
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森
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右
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青
森
県
監
査
委
員
林

忠
男

同
鶴
賀
茂
世

同
阿
部
広
悦

同
森
内
之
保
留

平
成
19年
度
行
政
事
務
監
査
の
結
果
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
第
199条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
を
実
施
し
た
の
で
､
同
条
第
９
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
結
果
を
別
紙
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
｡
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� �
第
１
監
査
対
象
事
務
及
び
選
定
理
由

１
監
査
対
象
事
務

｢附
属
機
関
等
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
｣

２
選
定
理
由

法
律
又
は
条
例
に
基
づ
き
設
置
し
て
い
る
附
属
機
関
及
び
県
の
要
綱
等
に
基
づ
き
設
置
し
て

い
る
懇
話
会
等
(以
下
｢附
属
機
関
等
｣
と
い
う
｡
)
は
､
県
行
政
に
対
す
る
県
民
の
意
見
の

反
映
若
し
く
は
専
門
的
な
知
識
の
導
入
又
は
県
行
政
の
公
正
の
確
保
等
の
機
能
を
果
た
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

一
方
､
平
成
16年
12月
に
改
定
さ
れ
た
青
森
県
行
政
改
革
大
綱
(取
組
期
間
：
平
成
16年
度

か
ら
平
成
20年
度
)
に
お
い
て
は
､
附
属
機
関
等
に
つ
い
て
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま

え
､
そ
の
必
要
性
等
の
見
直
し
を
行
い
､
統
廃
合
や
委
員
数
の
削
減
を
行
う
な
ど
､
よ
り
一
層

適
切
な
管
理
運
営
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡

そ
こ
で
､
こ
れ
ら
附
属
機
関
等
が
下
記
３
の
関
係
要
綱
等
(以
下
｢管
理
要
綱
等
｣
と
い
う
｡
)

に
基
づ
き
適
切
に
管
理
運
営
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
監
査
し
､
今
後
の
事
務
改
善
に
資

す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
選
定
し
た
｡

３
関
係
要
綱
等

○
附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
(Ｈ
８
.12.１

実
施
)

○
附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
の
運
用
方
針
(Ｈ
８
.12.１

実
施
)

○
青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
指
針
(Ｈ
８
.12.１

施
行
)

○
青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
指
針
の
運
用
(Ｈ
８
.12.１

施
行
)

○
｢附
属
機
関
の
委
員
名
簿
等
の
公
開
等
に
つ
い
て
｣
(Ｈ
14.４

.８
人
事
課
長
､
政
策
推

進
室
長
通
知
､
Ｈ
14.４

.11職
員
福
利
課
長
通
知
)

○
｢懇
話
会
等
の
委
員
に
対
す
る
報
償
の
支
給
額
に
係
る
規
準
に
つ
い
て
｣
(Ｈ
14.７

.29

政
策
推
進
室
長
通
知
)

○
｢附
属
機
関
の
基
礎
的
情
報
の
公
開
等
に
つ
い
て
｣
(Ｈ
16.６

.21人
事
課
長
通
知
､
Ｈ

16.６
.23職

員
福
利
課
長
通
知
)

○
｢附
属
機
関
等
の
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
｣
(Ｈ
19.５

.31総
務
部
長
通
知
､
Ｈ
19.６

.

７
職
員
福
利
課
長
通
知
)

第
２
監
査
の
実
施
概
要

１
実
施
期
間

平
成
19年
10月
か
ら
平
成
20年
３
月
ま
で

２
実
施
方
法

附
属
機
関
等
を
所
管
す
る
本
庁
各
課
等
､
出
先
機
関
に
監
査
調
書
の
提
出
を
求
め
､
提
出
さ

れ
た
監
査
調
書
を
基
に
書
類
監
査
を
行
っ
た
ほ
か
､
抽
出
に
よ
り
実
地
監
査
を
行
っ
た
｡

３
監
査
対
象
附
属
機
関
等

監
査
対
象
と
し
た
附
属
機
関
等
は
､
地
方
自
治
法
第
138条

の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
､

法
律
又
は
条
例
に
基
づ
き
設
置
し
て
い
る
｢附
属
機
関
｣
及
び
県
の
要
綱
等
に
基
づ
き
設
置
し

て
い
る
｢懇
話
会
等
｣
を
対
象
と
し
た
｡

ま
た
､
警
察
法
第
53条
の
２
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
警
察
署
協
議
会
は
､
附

属
機
関
等
に
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
今
回
の
行
政
事
務
監
査
で
は
､

警
察
署
協
議
会
を
附
属
機
関
等
に
類
似
す
る
機
関
と
し
て
と
ら
え
て
監
査
対
象
と
し
た
｡

な
お
､
平
成
18年
度
末
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
附
属
機
関
等
は
除
外
し
た
｡

４
監
査
対
象
年
度

平
成
19年
度
(委
員
の
選
任
状
況
等
)
及
び
平
成
18年
度
(附
属
機
関
等
の
運
営
状
況
等
)

５
監
査
の
主
な
着
眼
点

�
委
員
の
任
命
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
｡

�
会
議
の
運
営
状
況
は
適
切
か
｡

�
附
属
機
関
等
の
運
営
に
係
る
経
費
は
適
切
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
｡

�
附
属
機
関
等
の
統
廃
合
､
合
理
化
は
図
ら
れ
て
い
る
か
｡

第
３
附
属
機
関
等
の
概
要
(警
察
署
協
議
会
を
除
く
)

１
附
属
機
関
等
の
状
況

�
設
置
根
拠
別
の
設
置
状
況

知
事
部
局
及
び
教
育
委
員
会
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等
は
､
表
1の
と
お
り
全
体
で
174機

関
と
な
っ
て
お
り
､
そ
の
内
訳
は
､
附
属
機
関
が
81機
関
､
懇
話
会
等
が
93機
関
と
な
っ
て

い
る
｡

附
属
機
関
に
つ
い
て
は
､
法
令
に
よ
り
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
法
令
必
置
の
も
の
､

法
令
に
は
設
置
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
､
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
よ
り
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
法
令
任
意
の
も
の
又
は
県
が
任
意
に
条
例
で
設
置
す
る
条
例

任
意
の
も
の
に
区
分
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
は
､
法
令
必
置
の
も
の
が
44機
関
､
法
令
任
意
の
も
の
が
19機

関
､
条
例
任
意
の
も
の
が
18機
関
と
な
っ
て
い
る
｡
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� �
表
１
設
置
根
拠
別
の
設
置
状
況

[機
関
]

(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

�
設
置
目
的
別
の
設
置
状
況

附
属
機
関
の
職
務
権
限
に
つ
い
て
は
､
地
方
自
治
法
第
138条

の
４
第
３
項
に
お
い
て
､

調
停
､
審
査
､
審
議
又
は
調
査
等
と
さ
れ
て
い
る
｡

懇
話
会
等
に
つ
い
て
は
､
設
置
要
綱
等
に
よ
り
設
置
目
的
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡

附
属
機
関
､
懇
話
会
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
別
設
置
状
況
は
､
表
２
の
と
お
り
と
な
っ
て

い
る
｡

表
２
目
的
別
設
置
状
況

[機
関
]

※
複
数
の
設
置
目
的
を
持
つ
も
の
が
あ
り
､
附
属
機
関
等
の
合
計
数
と
は
一
致
し
な
い
｡

�
部
会
等
の
設
置
状
況

部
会
等
に
つ
い
て
は
､
附
属
機
関
が
19機
関
で
30部
会
､
懇
話
会
等
が
18機
関
で
38部
会

を
設
置
し
て
い
る
｡

２
附
属
機
関
等
の
委
員
の
任
命
状
況

�
委
員
の
定
数
及
び
委
員
数
(部
会
等
の
委
員
を
除
く
)

委
員
の
定
数
の
規
定
及
び
委
員
選
任
の
有
無
の
状
況
は
､
表
３
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

174附
属
機
関
等
の
う
ち
､
定
数
を
定
め
て
い
る
附
属
機
関
等
は
136機

関
､
定
数
を
定
め

て
い
な
い
附
属
機
関
等
は
37機
関
､
委
員
を
選
任
し
て
い
る
附
属
機
関
等
は
162機

関
と
な
っ

て
い
る
｡

ま
た
､
選
任
さ
れ
た
委
員
数
は
表
4の
と
お
り
と
な
っ
て
お
り
､
附
属
機
関
で
960人

､
懇

話
会
等
で
1,381人

と
な
っ
て
お
り
､
最
小
３
人
か
ら
最
大
78人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

表
３
定
数
の
規
定
及
び
委
員
選
任
の
有
無

[機
関
]

※
未
定
は
､
平
成
19年
４
月
１
日
現
在
､
要
綱
の
改
正
中
で
定
数
､
委
員
が
決
ま
っ
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
｡
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附
属
機
関

懇
話
会
等

区
分

法
令
必
置
法
令
任
意
条
例
任
意
小
計
要
綱
等
設
置

合
計

総
務
部

６
０

５
11

４
15

企
画
政
策
部

０
０

１
１

５
６

環
境
生
活
部

２
１

４
７

12
19

健
康
福
祉
部

20
３

１
24

38
62

商
工
労
働
部

１
０

２
３

５
８

農
林
水
産
部

２
８

２
12

17
29

県
土
整
備
部

11
１

２
14

３
17

エ
ネ
ル
ギ
ー

総
合
対
策
局

０
０

１
１

１
２

地
域
県
民
局

０
０

０
０

１
１

教
育
庁

２
６

０
８

７
15

小
計

44
19

18
81

93
174

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

調
停

４
０

４

審
査

９
７

16

審
議
(諮
問
)

63
27

90

調
査

25
７

32

意
見
聴
取

24
49

73

研
究

２
１

３

連
絡
調
整

３
21

24

そ
の
他

12
30

42

計
142

142
284

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

定
数

委員選任あり
委員選任なし

計
委員選任あり

委員選任なし
計

委員選任あり
委員選任なし

計

規
定
あ
り

67
９

76
60

０
60

127
９

136

規
定
な
し

４
１

５
31

１
32

35
２

37

未
定

０
０

０
０

１
１

０
１

１

計
71

10
81

91
２

93
162

12
174

� �

―
３

―
―
４

―



� �
表
４
委
員
数

[人
]

�
委
員
の
任
期

委
員
の
任
期
の
規
定
状
況
は
､
表
5の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

任
期
に
つ
い
て
は
附
属
機
関
で
は
す
べ
て
の
機
関
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
､
81機
関

中
60機
関
(74.1％

)
が
２
年
と
な
っ
て
い
る
｡

懇
話
会
等
で
は
規
定
し
て
い
る
74機

関
中
59機

関
が
２
年
(79.7％

)
で
最
も
多
く
な
っ

て
お
り
､
ま
た
､
規
定
し
て
い
な
い
も
の
が
19機
関
と
な
っ
て
い
る
｡

表
５
任
期
の
規
定
状
況

[機
関
]

※
そ
の
他
は
､
｢委
嘱
日
か
ら
当
該
年
度
末
ま
で
｣
等
､
年
数
で
規
定
し
て
い
な
い
も
の
で
あ

る
｡

�
委
員
の
在
任
期
間

委
員
の
在
任
期
間
に
つ
い
て
は
､
管
理
要
綱
等
で
原
則
と
し
て
10年
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
､
表
６
の
と
お
り
委
員
を
選
任
し
て
い
る
162機

関
の
う
ち
､
10

年
を
超
え
て
在
任
し
て
い
る
の
は
附
属
機
関
で
24機

関
(49人

)
､
懇
話
会
等
で
20機

関

(65人
)
と
な
っ
て
い
る
｡

表
６
在
任
期
間
が
10年
を
超
え
る
委
員
の
選
任
状
況

[機
関
／
人
]

�
公
募
の
状
況

委
員
の
公
募
の
状
況
は
､
表
７
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

管
理
要
綱
等
で
は
､
公
募
に
よ
る
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
積
極
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
が
､
委
員
を
選
任
し
て
い
る
162機

関
の
う
ち
公
募
に
よ
る
選
任
を
行
っ
て
い
る

の
は
､
附
属
機
関
で
19機
関
､
懇
話
会
等
で
８
機
関
と
な
っ
て
い
る
｡

表
７
公
募
に
よ
る
選
任
状
況

�
女
性
委
員
の
選
任
状
況

女
性
委
員
の
拡
大
に
つ
い
て
は
､
管
理
要
綱
等
に
お
い
て
女
性
委
員
の
構
成
割
合
は
｢新

あ
お
も
り
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
21｣
に
定
め
る
割
合
以
上
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
と
さ
れ
て
お
り
､
同
プ
ラ
ン
の
目
標
値
は
平
成
23年
度
ま
で
に
女
性
委
員
比
率
を
50％

(委
員
の
９
割
以
上
が
充
て
職
の
審
議
会
等
を
除
く
)
と
し
て
い
る
｡

今
回
の
監
査
に
お
け
る
充
て
職
を
考
慮
し
な
い
附
属
機
関
等
の
女
性
委
員
の
構
成
割
合
は

24.4％
と
な
っ
て
い
る
｡

女
性
委
員
の
選
任
状
況
は
表
８
の
と
お
り
で
､
委
員
を
選
任
し
て
い
る
162機

関
の
う
ち

女
性
委
員
を
選
任
し
て
い
る
の
は
､
附
属
機
関
で
65機

関
(311人

､
32.4％

)
､
懇
話
会

等
で
74機

関
(260人

､
18.8％

)
と
な
っ
て
お
り
､
そ
の
う
ち
最
も
多
い
人
数
は
附
属
機

関
で
19人
､
懇
話
会
等
で
13人
と
な
っ
て
い
る
｡

青 森 県 報������	
�� �� 号外第49号�

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

委
員
数

960
1,381

2,341

[機
関
別
内
訳
]

[機
関
]

10人
未
満

24
29

53

10人
～
19人

34
43

77

20人
～
29人

８
９

17

30人
～
39人

２
８

10

40人
～
49人

２
１

３

50人
以
上

１
１

２

計
71

91
162

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

１
年

２
４

６

２
年

60
59

119

３
年

11
２

13

４
年

１
０

１

そ
の
他

７
９

16

規
定
な
し

０
19

19

計
81

93
174

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

機
関
数

24
20

44

人
数

49
65

114

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

19
８

27

� �

―
５

―
―
６

―



� �
ま
た
､
女
性
委
員
が
い
な
い
機
関
は
､
附
属
機
関
で
６
機
関
､
懇
話
会
等
で
17機
関
と
な
っ

て
い
る
｡

表
８
女
性
委
員
の
選
任
状
況

[人
]

�
県
職
員
の
選
任
状
況

県
職
員
の
委
員
の
選
任
状
況
は
､
表
９
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

県
職
員
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
､
管
理
要
綱
等
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
を
除
き
委
員
に
選
任
し
な
い
も
の
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､

附
属
機
関
で
25機
関
(80人

)､
懇
話
会
等
で
52機
関
(165人

)
に
お
い
て
県
職
員
を
委
員

に
選
任
し
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
県
職
員
の
数
が
最
も
多
い
の
は
附
属
機
関
で
12人
､
懇
話
会

等
で
15人
と
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
県
職
員
の
委
員
が
占
め
る
割
合
が
50％
を
超
え
る
機
関
が
､
附
属
機
関
で
２
機
関
､

懇
話
会
等
で
６
機
関
と
な
っ
て
い
る
｡

表
９
県
職
員
の
選
任
状
況

[人
]

青 森 県 報平成20年４月16日 水曜日 号外第49号 �

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

女
性
割
合

32.4％
18.8％

24.4％

委
員
数

311
260

571

最
大
数

19
13

[機
関
別
内
訳
]

[機
関
]

０
人

６
17

23

１
人

13
20

33

２
人

７
16

23

３
人

６
10

16

４
人

６
９

15

５
人

15
６

21

６
人

４
３

７

７
人

４
２

６

８
人

０
３

３

９
人

３
１

４

10人
以
上

７
４

11

計
71

91
162

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

委
員
数

80
165

245

最
大
数

12
15

[機
関
別
人
数
内
訳
]

[機
関
]

１
人

14
15

29

２
人

３
15

18

３
人

１
６

７

４
人

１
６

７

５
人

０
３

３

６
人

１
３

４

７
人

２
０

２

８
人

０
０

０

９
人

０
１

１

10人
以
上

３
３

６

計
25

52
77

[機
関
別
割
合
内
訳
]

[機
関
]

10％
未
満

13
15

28

10％
以
上
20％

未
満

２
14

16

20％
以
上
30％

未
満

５
９

14

30％
以
上
40％

未
満

２
６

８

40％
以
上
50％

未
満

１
２

３

50％
以
上
60％

未
満

２
３

５

60％
以
上

０
３

３

計
25

52
77

� �
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� �
�
重
複
任
命
の
確
認
及
び
異
動
報
告
の
状
況

委
員
の
重
複
任
命
に
つ
い
て
は
､
管
理
要
綱
等
に
お
い
て
､
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を

除
き
原
則
と
し
て
3以
内
の
機
関
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
た
め
､
委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て

は
､
附
属
機
関
に
つ
い
て
は
人
事
課
に
､
懇
話
会
等
に
つ
い
て
は
行
政
経
営
推
進
室
(教
育

委
員
会
に
あ
っ
て
は
職
員
福
利
課
)
に
整
備
す
る
名
簿
に
よ
り
重
複
任
命
の
確
認
を
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
委
員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
､
人
事
課
又
は
行
政
経
営
推
進
室
(教
育
委
員
会

に
あ
っ
て
は
職
員
福
利
課
)
に
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
｡

上
記
の
重
複
任
命
の
確
認
及
び
異
動
報
告
の
状
況
は
､
表
10の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

委
員
を
選
任
し
て
い
る
附
属
機
関
等
の
う
ち
､
重
複
任
命
の
確
認
を
し
て
い
な
い
の
は
､

附
属
機
関
が
31機

関
(43.7％

)
､
懇
話
会
等
が
60機

関
(65.9％

)
と
な
っ
て
い
る
｡
ま

た
､
異
動
報
告
を
し
て
い
な
い
の
は
､
附
属
機
関
が
14機

関
(20.3％

)
､
懇
話
会
等
が
47

機
関
(53.4％

)
と
な
っ
て
い
る
｡

表
10
重
複
任
命
の
確
認
及
び
異
動
報
告
の
状
況

[重
複
確
認
]

[異
動
報
告
]

[機
関
]

※
委
員
に
異
動
が
な
い
こ
と
に
よ
る
未
回
答
あ
り
｡

�
委
員
の
年
齢
構
成

管
理
要
綱
等
に
お
い
て
は
､
附
属
機
関
等
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
る
よ
う
､
幅
広
い
年

齢
層
か
ら
委
員
を
選
任
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡

委
員
を
選
任
し
て
い
る
162附

属
機
関
等
の
う
ち
､
年
齢
構
成
が
不
明
な
も
の
を
除
い
た

153附
属
機
関
等
の
委
員
の
年
齢
構
成
は
､
表
11の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

附
属
機
関
で
は
50歳

代
の
委
員
が
最
も
多
く
351人

(41.0％
)
で
あ
り
､
懇
話
会
等
で

も
50歳
代
の
委
員
が
最
も
多
く
594人

(48.9％
)
と
な
っ
て
い
る
｡

30歳
代
以
下
の
委
員
は
､
附
属
機
関
で
33人

(3.9％
)
､
懇
話
会
等
で
28人

(2.3％
)

と
な
っ
て
い
る
｡

表
11
委
員
の
年
齢
構
成

[人
]

※
年
齢
構
成
が
不
明
な
附
属
機
関
２
機
関
､
懇
話
会
等
７
機
関
を
除
く
｡

３
附
属
機
関
等
の
運
営
状
況

�
親
会
議
の
開
催
状
況

附
属
機
関
等
に
お
け
る
部
会
等
の
会
議
を
除
い
た
親
会
議
の
開
催
状
況
は
､
表
12の
と
お

り
と
な
っ
て
い
る
｡

附
属
機
関
で
は
､
71機
関
の
う
ち
､
年
１
回
開
催
が
17機
関
で
最
も
多
く
､
次
い
で
年
２

回
開
催
が
12機
関
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
会
議
の
開
催
が
な
い
も
の
は
24機
関
で
､
そ
の

内
訳
は
法
令
必
置
が
12機
関
､
法
令
任
意
が
９
機
関
､
条
例
任
意
が
３
機
関
と
な
っ
て
い
る
｡

懇
話
会
等
で
は
､
92機

関
の
う
ち
､
年
1回
開
催
が
49機

関
と
最
も
多
く
､
会
議
の
開
催

が
な
い
も
の
は
11機
関
と
な
っ
て
い
る
｡

表
12
親
会
議
の
開
催
状
況

[機
関
]

青 森 県 報������	
�� �� 号外第49号�

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

確
認
あ
り

40
31

71
報
告
あ
り

55
41

96

確
認
な
し

31
60

91
報
告
な
し

14
47

61

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

20歳
代

０
２

２

30歳
代

33
26

59

40歳
代

134
161

295

50歳
代

351
594

945

60歳
代

238
308

546

70歳
代

91
111

202

80歳
代

９
12

21

計
856

1,214
2,070

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

０
回

24
(４
)

11
(３
)

35
(７
)

１
回

17
(４
)

49
(９
)

66
(13)

２
回

12
(４
)

19
(５
)

31
(９
)

３
回

６
(４
)

６
(２
)

12
(６
)

４
回

１
(０
)

５
(２
)

６
(２
)

� �
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� �

※
平
成
18年
度
の
会
議
の
状
況
で
あ
る
｡

※
(
)は
､
部
会
等
を
開
催
し
た
機
関
の
数
で
あ
る
｡

�
委
員
の
出
席
状
況

附
属
機
関
等
に
お
け
る
部
会
等
の
会
議
を
除
い
た
親
会
議
へ
の
委
員
の
出
席
状
況
(代
理

出
席
を
含
む
)
は
､
表
13の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

委
員
の
出
席
率
を
見
る
と
､
附
属
機
関
で
は
｢70％

以
上
80％
未
満
｣
が
最
も
多
く
､
次

い
で
｢100％

｣
と
な
っ
て
い
る
｡
懇
話
会
等
で
は
｢100％

｣
が
最
も
多
く
､
次
い
で
｢80

％
以
上
90％
未
満
｣
と
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
附
属
機
関
と
懇
話
会
等
を
合
わ
せ
た
全
体
の
平
均
出
席
率
は
81.0％

と
な
っ
て
お

り
､
そ
の
う
ち
代
理
出
席
率
は
7.4％

と
な
っ
て
い
る
｡

一
方
､
｢60％

未
満
｣
の
出
席
率
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
附
属
機
関
で
２
機
関
､
懇
話

会
等
で
５
機
関
と
な
っ
て
い
る
｡

表
13
親
会
議
へ
の
委
員
の
出
席
状
況

[機
関
]

�
会
議
の
開
催
場
所
の
状
況

管
理
要
綱
等
に
よ
れ
ば
､
会
議
の
開
催
場
所
に
つ
い
て
､
ホ
テ
ル
等
の
有
料
会
場
か
ら
庁

内
会
議
室
利
用
へ
の
転
換
の
可
否
等
の
検
討
を
常
に
行
い
､
実
施
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は

速
や
か
に
実
行
に
移
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡

会
議
の
開
催
場
所
(部
会
等
を
含
む
)
の
状
況
は
､
表
14の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

附
属
機
関
で
は
219回

(71.3％
)
が
庁
内
等
の
無
料
会
議
室
を
利
用
し
て
い
る
の
に
対

し
､
懇
話
会
等
で
は
104回

(46.6％
)
と
な
っ
て
お
り
､
全
体
で
は
60.9％

が
庁
内
等
の
無

料
会
議
室
を
利
用
し
て
い
る
｡

表
14
会
議
の
開
催
場
所

[回
]

※
部
会
等
の
開
催
分
を
含
む
(部
会
等
の
う
ち
､
現
場
視
察
､
親
会
議
と
合
同
開
催
の
計

４
回
を
除
く
)
｡

�
会
議
資
料
の
配
付
時
期
の
状
況

会
議
資
料
の
配
付
時
期
に
つ
い
て
は
､
管
理
要
綱
等
に
お
い
て
､
原
則
と
し
て
会
議
の
開

催
前
に
配
付
し
､
委
員
が
事
前
に
十
分
検
討
で
き
る
期
間
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡

会
議
資
料
の
配
付
時
期
(部
会
等
を
含
む
)
の
状
況
は
､
表
15の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

表
15
会
議
資
料
の
配
付
時
期

[機
関
]

※
部
会
等
の
み
を
開
催
し
た
附
属
機
関
４
機
関
､
懇
話
会
等
２
機
関
を
含
む
｡

※
事
前
又
は
当
日
配
布
は
､
資
料
の
内
容
に
よ
り
事
前
配
付
の
ほ
か
に
当
日
配
布
す
る
も

の
､
会
議
ご
と
に
事
前
配
付
や
当
日
配
布
と
な
る
も
の
な
ど
で
あ
る
｡

青 森 県 報平成20年４月16日 水曜日 号外第49号 �
５
回
以
上

11
(０
)

２
(０
)

13
(０
)

計
71
(16)

92
(21)

163
(37)

親
会
議
開
催
回
数

237
[回
]

136
[回
]

373
[回
]

部
会
等
開
催
回
数

72
[回
]

89
[回
]

161
[回
]

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

50％
未
満

０
０

０

50％
以
上
60％
未
満

２
５

７

60％
以
上
70％
未
満

７
17

24

70％
以
上
80％
未
満

12
10

22

80％
以
上
90％
未
満

８
21

29

90％
以
上
100％

未
満

８
６

14

100％
以
上
00％
未
満

10
22

32

計
47

81
128

平
均
出
席
率

83.9％
78.6％

81.0％

代
理
出
席
率

5.4％
9.2％

7.4％

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

庁
内
等
無
料
会
議
室

219
104

323

ホ
テ
ル
等
有
料
会
場

88
119

207

計
307

223
530

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

事
前
配
付

20
31

51

当
日
配
布

20
27

47

事
前
又
は
当
日
配
布

11
25

36

計
51

83
134

� �

―
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―
―
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� �
�
会
議
の
公
開
状
況

会
議
の
公
開
に
つ
い
て
は
､
管
理
要
綱
等
に
お
い
て
､
公
開
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
､
こ
れ
を
公
開
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡

開
催
実
績
の
あ
る
附
属
機
関
等
で
会
議
を
公
開
し
て
い
る
の
は
､
附
属
機
関
で
51機
関
の

う
ち
31機

関
(60.8％

)
､
懇
話
会
等
で
83機

関
の
う
ち
46機

関
(55.4％

)
と
な
っ
て
い

る
｡

�
会
議
を
公
開
し
て
い
な
い
場
合
の
議
事
要
旨
の
公
開
状
況

管
理
要
綱
等
に
お
い
て
､
会
議
を
公
開
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
議
事
要
旨
を
公
開
す

る
等
に
よ
り
､
附
属
機
関
等
の
運
営
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡

会
議
を
非
公
開
と
し
た
も
の
の
う
ち
議
事
要
旨
を
公
開
し
て
い
る
の
は
､
附
属
機
関
で
３

機
関
(15.0％

)
､
懇
話
会
等
で
５
機
関
(13.5％

)
と
な
っ
て
い
る
｡

�
報
道
機
関
に
対
す
る
会
議
開
催
の
周
知
状
況

管
理
要
綱
等
に
お
い
て
､
会
議
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
､
報
道
機
関
へ
の
資
料
提
供
等
の

方
法
に
よ
り
､
会
議
の
日
時
､
場
所
及
び
議
題
等
に
つ
い
て
周
知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
｡

会
議
を
開
催
し
た
附
属
機
関
等
の
う
ち
報
道
機
関
へ
周
知
し
た
の
は
､
附
属
機
関
で
30機

関
(58.8％

)
､
懇
話
会
等
で
41機
関
(49.4％

)
と
な
っ
て
い
る
｡

�
答
申
等
の
反
映
状
況
等
の
附
属
機
関
等
に
対
す
る
報
告
状
況

管
理
要
綱
等
に
お
い
て
､
附
属
機
関
等
の
答
申
等
の
反
映
状
況
等
に
つ
い
て
は
､
附
属
機

関
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡
会
議
の
開
催
実
績
が
あ
り
､
報
告
し
て
い
る
と
回
答

し
た
の
は
､
附
属
機
関
で
28機

関
(54.9％

)
､
懇
話
会
等
で
44機

関
(53.0％

)
と
な
っ

て
い
る
｡

�
委
員
報
酬
等

附
属
機
関
の
委
員
に
対
す
る
報
酬
に
つ
い
て
は
､
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(昭
和
27年

青
森
県
条
例
第
39号

)
で
､
日
額
9,800円

の
機
関
と
１
万
1,300円

の
機
関
の

２
つ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

懇
話
会
等
の
委
員
に
対
す
る
報
償
費
に
つ
い
て
は
､
｢懇
話
会
等
の
委
員
に
対
す
る
報
償

の
支
給
額
に
係
る
規
準
に
つ
い
て
｣
に
お
い
て
､
原
則
と
し
て
附
属
機
関
の
委
員
に
対
す
る

報
酬
の
支
給
額
に
準
ず
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
､
表
16の
と
お
り
､
附
属

機
関
の
委
員
報
酬
に
準
拠
し
て
い
る
も
の
､
県
の
予
算
単
価
に
準
拠
し
て
い
る
も
の
､
無
支

給
の
も
の
､
独
自
に
規
定
し
て
い
る
も
の
な
ど
､
そ
れ
ぞ
れ
の
懇
話
会
等
で
異
な
っ
た
状
況

と
な
っ
て
い
る
｡

委
員
を
選
任
し
て
い
る
懇
話
会
等
91機
関
の
う
ち
､
附
属
機
関
の
委
員
の
報
酬
の
支
給
額

に
準
じ
た
支
給
額
と
し
て
い
る
も
の
は
70機
関
(76.9％

)
と
な
っ
て
い
る
｡

表
16
懇
話
会
等
の
報
償
規
準

[機
関
]

�
代
理
出
席
者
に
対
す
る
報
酬
等
の
支
給
状
況

会
議
の
開
催
実
績
の
あ
る
附
属
機
関
等
の
う
ち
､
代
理
出
席
者
に
対
し
て
報
酬
等
を
支
給

し
て
い
る
の
は
附
属
機
関
で
は
無
か
っ
た
が
､
懇
話
会
等
で
は
８
機
関
が
報
償
費
を
支
給
し

て
い
る
｡

４
附
属
機
関
等
の
見
直
し
状
況

附
属
機
関
等
に
つ
い
て
は
､
管
理
要
綱
等
に
お
い
て
､
常
に
見
直
し
を
行
い
そ
の
適
切
な
管

理
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
､
ま
た
､
青
森
県
行
政
改
革
大
綱
に
お
い
て
も
､
社
会
経
済
情

勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
､
そ
の
必
要
性
等
の
見
直
し
を
行
い
､
統
廃
合
や
委
員
数
の
削
減
を
行

う
な
ど
､
よ
り
一
層
適
切
な
管
理
運
営
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡

青
森
県
行
政
改
革
大
綱
の
取
組
期
間
は
平
成
16年
度
か
ら
20年
度
ま
で
と
な
っ
て
お
り
､
平

成
18年
度
ま
で
の
３
か
年
に
統
廃
合
や
委
員
数
の
削
減
等
を
実
施
し
た
附
属
機
関
等
は
､
表
17

の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡
(青
森
県
行
政
改
革
実
施
計
画
に
係
る
取
組
実
績
よ
り
)

こ
れ
に
よ
る
と
､
３
か
年
で
延
べ
141機

関
が
統
廃
合
や
合
理
化
を
行
っ
て
い
る
｡

今
回
の
監
査
で
確
認
し
た
平
成
19年
度
に
お
け
る
見
直
し
の
状
況
は
､
附
属
機
関
で
廃
止
又

は
統
合
を
検
討
し
て
い
る
機
関
が
８
機
関
､
委
員
数
の
削
減
予
定
の
機
関
が
１
機
関
と
な
っ
て

い
る
｡

懇
話
会
等
で
は
､
監
査
時
点
で
廃
止
さ
れ
た
も
の
が
１
機
関
､
年
度
内
に
廃
止
予
定
の
機
関

が
３
機
関
､
統
合
を
検
討
し
て
い
る
機
関
が
１
機
関
､
委
員
数
の
削
減
予
定
等
の
機
関
が
２
機

関
と
な
っ
て
い
る
｡

青 森 県 報������	
�� �� 号外第49号�

附
属
機
関
に
準
拠

70

※
機
関
数
の
計
が
94と
な
っ
て
い
る
の
は
､

附
属
機
関
準
拠
で
は
あ
る
が
一
部
の
委

員
が
無
支
給
と
な
っ
て
い
る
機
関
が
３

機
関
あ
る
た
め
で
あ
る
｡

予
算
単
価
に
準
拠

12

無
支
給

９

独
自
に
規
定

３

計
94

� �

―
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� �
表
17
附
属
機
関
等
の
統
廃
合
､
合
理
化
の
状
況
(行
政
改
革
実
施
計
画
に
係
る
取
組
実

績
よ
り
)

[機
関
]

※
そ
の
他
は
､
会
議
会
場
､
開
催
回
数
､
委
員
報
酬
等
の
見
直
し
で
あ
る
｡

※
18年
度
の
委
員
数
削
減
｢６
｣
は
､
統
合
に
よ
る
委
員
数
削
減
機
関
３
を
除
い
た
数
で

あ
る
｡

第
４
監
査
の
結
果
及
び
改
善
事
項
等

書
類
調
査
に
よ
り
回
答
の
あ
っ
た
附
属
機
関
等
174機

関
に
つ
い
て
書
類
監
査
を
行
い
､
さ

ら
に
52機
関
を
抽
出
し
て
実
地
監
査
を
行
っ
た
結
果
､
改
善
を
要
す
る
事
項
､
検
討
を
要
す
る

事
項
及
び
要
望
す
る
事
項
と
し
て
取
り
上
げ
る
も
の
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡
(監
査
対

象
附
属
機
関
等
の
名
称
は
､
別
紙
一
覧
表
の
と
お
り
｡
)

１
懇
話
会
等
の
設
置
状
況
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

�
懇
話
会
等
の
設
置
目
的
が
附
属
機
関
の
設
置
目
的
と
同
一
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て

懇
話
会
等
に
つ
い
て
は
､
附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
の
運
用
方
針
の
第
１
に

お
い
て
､
｢附
属
機
関
に
類
似
す
る
県
の
要
綱
等
に
基
づ
く
懇
話
会
等
｣
と
は
､
｢県
行

政
に
対
す
る
意
見
交
換
､
懇
談
等
の
場
と
し
て
､
要
綱
等
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
､
そ
の
構
成
員
に
公
務
員
以
外
の
者
を
含
む
も
の
｣
､
と
さ
れ
て
い
る
｡

一
方
､
附
属
機
関
に
つ
い
て
は
､
地
方
自
治
法
第
202条

の
３
第
１
項
に
お
い
て
､

｢普
通
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
附
属
機
関
は
､
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政

令
又
は
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
､
そ
の
担
任
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
停
､
審
査
､

審
議
又
は
調
査
等
を
行
う
機
関
と
す
る
｡｣
と
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
懇
話
会
等
と
附
属
機
関
は
設
置
目
的
及
び
設
置
根
拠
が
異
な
る
も
の
で

あ
る
が
､
書
類
監
査
の
結
果
を
見
る
と
､
懇
話
会
等
の
設
置
根
拠
に
つ
い
て
は
要
綱
等
に

よ
り
設
置
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
､
設
置
目
的
に
つ
い
て
は
前
記
第
３
の
１
の
�
の
表
２

に
あ
る
と
お
り
｢審
査
｣
､
｢審
議
｣
､
｢調
査
｣
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
た
｡

�
懇
話
会
等
に
該
当
し
な
い
も
の
等
に
つ
い
て

今
回
の
監
査
に
当
た
り
､
附
属
機
関
及
び
懇
話
会
等
の
実
態
把
握
を
す
る
た
め
に
関
係

課
等
に
対
し
て
書
類
に
よ
り
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
､
行
政
経
営
推
進
室
に
懇
話
会
等
と

し
て
報
告
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
一
方
で
､
懇
話
会
等
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る

が
聴
き
取
り
の
結
果
補
助
団
体
で
あ
る
も
の
が
確
認
さ
れ
た
も
の
､
さ
ら
に
実
地
監
査
の

過
程
で
懇
話
会
等
に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
｡

[報
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
：
93,97,129～

134,149,167]

[報
告
さ
れ
て
い
る
が
該
当
し
な
い
も
の
：
193,194]

[監
査
過
程
で
確
認
さ
れ
た
も
の
：
195～

197]

《
要
望
事
項
》

今
回
の
書
類
監
査
に
お
い
て
懇
話
会
等
の
設
置
目
的
を
｢審
査
｣
､
｢審
議
｣
､
｢調
査
｣
と

青 森 県 報平成20年４月16日 水曜日 号外第49号 ��

区
分

附
属
機
関

懇
話
会
等

合
計

16年度

廃
止

３
10

13

統
合

０
０

０

合理化

委
員
数
削
減

９
11

20

そ
の
他
※

１
６

７

計
13

27
40

17年度

廃
止

７
７

14

統
合

０
０

０

合理化

委
員
数
削
減

18
18

36

そ
の
他
※

10
20

30

計
35

45
80

18年度

廃
止

０
３

３

統
合

６
０

６

合理化

委
員
数
削
減

６
３

９

そ
の
他
※

０
３

３

計
12

９
21

合計

廃
止

10
20

30

統
合

６
０

６

合理化

委
員
数
削
減

33
32

65

そ
の
他
※

11
29

40

計
60

81
141

� �

―
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� �
回
答
し
た
所
管
課
等
に
あ
っ
て
は
､
こ
れ
ら
の
設
置
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
附
属
機
関
と
し

て
設
置
す
る
必
要
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
設
置
目
的
に
つ
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
｡

ま
た
､
す
べ
て
の
課
等
に
お
い
て
は
､
行
政
経
営
推
進
室
及
び
職
員
福
利
課
に
懇
話
会
等

と
し
て
報
告
し
て
い
る
が
該
当
し
な
い
も
の
が
な
い
か
､
報
告
し
て
い
な
い
も
の
が
な
い
か

に
つ
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
｡

２
附
属
機
関
等
の
委
員
の
任
命
等
の
状
況
に
つ
い
て

�
在
任
期
間
が
10年
を
超
え
る
委
員
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
及
び
青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
等
の
管
理
に

関
す
る
指
針
に
お
い
て
､
委
員
の
在
任
期
間
は
原
則
と
し
て
10年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
さ
れ
て
い
る
が
､
一
部
の
附
属
機
関
等
に
お
い
て
10年
を
超
え
る
委
員
を
選
任
し
て
い

る
も
の
が
あ
っ
た
｡

《
検
討
事
項
》

特
に
､
次
の
附
属
機
関
等
の
委
員
の
一
部
に
あ
っ
て
は
､
10年
を
超
え
る
こ
と
に
つ
い
て

の
特
別
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
､
今
後
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

な
お
､
他
の
附
属
機
関
等
に
お
い
て
も
同
様
の
も
の
が
な
い
か
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
｡

[検
討
を
求
め
る
機
関
：
附
属
機
関
17,79

懇
話
会
等
98]

�
公
募
に
よ
る
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
の
運
用
方
針
及
び
青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関

等
の
管
理
に
関
す
る
指
針
の
運
用
に
お
い
て
､
公
募
に
よ
る
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
積
極
的

に
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
､
公
募
を
取
り
入
れ
て
い
る
附
属
機
関
等
は
27機
関
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
｡

《
検
討
事
項
》

特
に
､
次
の
附
属
機
関
に
あ
っ
て
は
､
委
員
の
一
部
に
つ
い
て
公
募
が
可
能
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
､
今
後
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

な
お
､
他
の
附
属
機
関
等
に
お
い
て
も
､
附
属
機
関
等
の
設
置
目
的
等
を
勘
案
の
う
え
､

附
属
機
関
等
に
県
民
の
幅
広
い
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
､
公
募
委
員
の
拡
大
に
努
め
る
必

要
が
あ
る
｡

[検
討
を
求
め
る
機
関
：
附
属
機
関
79]

�
県
職
員
が
委
員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
及
び
青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
等
の
管
理
に

関
す
る
指
針
に
お
い
て
､
県
職
員
は
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
､
附
属

機
関
等
の
委
員
に
選
任
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
､
一
部
の
附
属
機
関
等
に
お
い
て
県

職
員
の
委
員
が
全
委
員
の
半
数
を
超
え
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
｡

《
検
討
事
項
》

こ
れ
ら
の
附
属
機
関
等
に
あ
っ
て
は
､
委
員
と
し
て
で
は
な
く
､
行
政
側
の
一
員
と
し
て

会
議
に
参
加
さ
せ
る
な
ど
に
よ
り
改
善
で
き
な
い
か
､
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

�
委
員
の
重
複
任
命
の
確
認
､
異
動
報
告
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て
重
複
任
命
の
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
､
委
員
に
異
動
が
あ
っ

た
場
合
の
異
動
報
告
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
数
の
機
関
で
確
認
さ
れ
た
｡

《
改
善
事
項
》

重
複
任
命
の
確
認
や
異
動
報
告
を
行
っ
て
い
な
い
附
属
機
関
等
を
所
管
す
る
各
課
等
は
､

附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
及
び
青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
等
の
管
理
に
関

す
る
指
針
の
趣
旨
を
踏
ま
え
､
適
切
な
対
応
を
す
る
必
要
が
あ
る
｡

３
附
属
機
関
等
の
運
営
状
況
に
つ
い
て

�
審
議
案
件
が
な
い
場
合
の
審
議
会
の
開
催
等
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

次
の
附
属
機
関
は
､
青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
上
そ
の
担
任
す
る
事
務
は
､
特
定

の
事
項
を
調
査
審
議
し
､
並
び
に
苦
情
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
及
び
調
停
を
行
う
ほ
か
､
知
事

の
諮
問
に
応
じ
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
平
成

18年
度
に
お
け
る
会
議
内
容
は
､
概
況
説
明
､
意
見
・
情
報
交
換
等
と
な
っ
て
い
た
｡

《
検
討
事
項
》

審
議
等
の
案
件
が
な
い
場
合
､
審
議
会
の
開
催
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

[検
討
を
求
め
る
機
関
：
附
属
機
関
14]

�
委
員
の
出
席
率
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

附
属
機
関
等
全
体
の
親
会
議
へ
の
委
員
の
平
均
出
席
率
は
81.0％

と
な
っ
て
い
る
が
､
出

席
率
が
50％
台
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
｡

《
改
善
事
項
》

こ
れ
ら
の
附
属
機
関
等
に
あ
っ
て
は
､
よ
り
多
く
の
委
員
の
出
席
を
得
る
た
め
､
委
員
の
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人
選
が
妥
当
か
､
会
議
の
開
催
日
程
の
調
整
が
十
分
で
あ
る
か
な
ど
､
そ
の
要
因
を
把
握
し

適
切
な
対
応
を
図
る
必
要
が
あ
る
｡

[改
善
を
求
め
る
機
関
：
附
属
機
関
63
懇
話
会
等
114,127,140,151,166]

�
会
議
の
開
催
場
所
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

会
議
の
全
開
催
回
数
の
う
ち
､
附
属
機
関
で
28.7％

､
懇
話
会
等
で
53.4％

が
ホ
テ
ル
等

の
有
料
会
場
を
利
用
し
て
い
た
｡

《
検
討
事
項
》

会
議
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
｢附
属
機
関
等
の
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
｣
の
趣
旨
に
基
づ

き
､
よ
り
一
層
庁
内
会
議
室
の
利
用
を
優
先
す
る
必
要
が
あ
る
｡

�
会
議
の
公
開
等
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

会
議
を
公
開
し
て
い
る
も
の
は
､
附
属
機
関
で
60.8％

､
懇
話
会
等
で
55.4％

と
な
っ
て

お
り
､
ま
た
､
会
議
を
非
公
開
と
し
た
場
合
に
議
事
要
旨
を
公
開
し
て
い
る
の
は
､
附
属
機

関
で
15.0％

､
懇
話
会
等
で
13.5％

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
｡

《
検
討
事
項
》

会
議
を
非
公
開
と
し
て
い
る
も
の
の
中
に
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
公
開
に
な
じ
ま

な
い
な
ど
､
公
開
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
判
断
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
､
常
に
公
開
､

非
公
開
の
検
討
を
行
い
､
公
開
に
な
じ
ま
な
い
も
の
以
外
は
公
開
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
｡

ま
た
､
会
議
を
非
公
開
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
､
議
事
要
旨
を
公
開
す
る
等
に
よ
り
､

附
属
機
関
等
の
運
営
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
｡

�
報
道
機
関
に
対
す
る
会
議
開
催
の
周
知
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

報
道
機
関
へ
会
議
の
開
催
を
周
知
し
て
い
る
の
は
､
附
属
機
関
で
58.8％

､
懇
話
会
等
で

49.4％
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
｡

《
検
討
事
項
》

附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
及
び
青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
等
の
管
理
に

関
す
る
指
針
の
趣
旨
を
踏
ま
え
､
会
議
の
日
時
､
場
所
及
び
議
題
等
に
つ
い
て
積
極
的
に
周

知
す
る
必
要
が
あ
る
｡

�
附
属
機
関
等
に
係
る
基
礎
的
情
報
の
公
開
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

｢附
属
機
関
の
基
礎
的
情
報
の
公
開
等
に
つ
い
て
｣
に
よ
れ
ば
､
附
属
機
関
等
に
係
る
基

礎
的
情
報
(概
要
､
委
員
名
簿
､
会
議
開
催
状
況
等
)
を
公
開
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
､

実
地
監
査
を
行
っ
た
52機
関
に
つ
い
て
､
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
基
礎
的
情
報
の
公
開

状
況
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
､
附
属
機
関
に
お
い
て
は
概
要
､
委
員
名
簿
の
公
開
は
概
ね
行
わ

れ
て
い
た
が
､
会
議
開
催
状
況
等
に
つ
い
て
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
と
な
っ
て
い

た
｡ま
た
､
懇
話
会
等
に
お
い
て
は
､
概
要
､
委
員
名
簿
及
び
会
議
開
催
状
況
等
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
公
開
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
｡

《
改
善
事
項
》

附
属
機
関
等
に
係
る
基
礎
的
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
は
､
開
か
れ
た
県
政
を
実
現
す
る
た

め
に
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
附
属
機
関
等
を
所
管
す
る
各
課
等
は
適
切
な
対
応
を
す
る

必
要
が
あ
る
｡

�
附
属
機
関
等
に
対
す
る
反
映
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

《
監
査
結
果
》

附
属
機
関
等
か
ら
出
さ
れ
た
答
申
等
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
か
を
附
属
機
関
等
に
報

告
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
状
況
に
つ
い
て
は
､
報
告
し
て
い
た
の
は
附
属
機
関
で
54.9％

､

懇
話
会
等
で
53.0％

と
､
と
も
に
50％
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
｡

《
改
善
事
項
》

附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
要
綱
及
び
青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
等
の
管
理
に

関
す
る
指
針
の
趣
旨
を
踏
ま
え
､
附
属
機
関
等
か
ら
答
申
等
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
､
当
該

答
申
等
に
基
づ
き
執
行
機
関
と
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
当
該
附
属
機
関
等
に
報

告
す
る
必
要
が
あ
る
｡

４
附
属
機
関
等
の
委
員
に
対
す
る
報
酬
(報
償
費
)
及
び
旅
費
の
執
行
状
況
等
に
つ
い
て

�
懇
話
会
等
の
委
員
に
対
す
る
報
償
費
支
給
に
つ
い
て

《
検
討
事
項
》

実
地
監
査
を
し
た
懇
話
会
等
の
う
ち
､
民
間
人
で
あ
る
委
員
に
報
償
費
を
支
給
し
て
い
な

い
と
こ
ろ
が
4機
関
(89,100,142,152)

に
お
い
て
見
ら
れ
た
｡

こ
れ
ら
の
機
関
に
お
い
て
は
､
懇
話
会
等
の
設
置
目
的
と
当
該
委
員
の
所
属
す
る
団
体
の

業
務
等
と
の
間
に
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
支
給
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
､
現

在
報
償
費
を
支
給
し
て
い
る
他
の
懇
話
会
等
に
お
い
て
も
､
懇
話
会
等
の
設
置
目
的
と
委
員

の
所
属
団
体
が
果
た
す
べ
き
役
割
等
を
勘
案
し
た
上
で
報
償
費
を
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
か

ど
う
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

�
懇
話
会
等
の
委
員
が
一
般
職
の
地
方
公
務
員
で
あ
る
場
合
の
報
償
費
支
給
に
つ
い
て
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� �
《
検
討
事
項
》

実
地
監
査
を
し
た
懇
話
会
等
の
う
ち
､
一
般
職
の
地
方
公
務
員
で
あ
る
委
員
に
対
し
て
報

償
費
を
支
給
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
た
｡

一
般
職
の
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
､
地
方
公
務
員
法
の
重
複
給
与
の
支
給
禁
止
規
定
が

適
用
さ
れ
る
が
､
他
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
行
う
業
務
に
対
し
て
謝
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
つ

い
て
は
､
そ
の
業
務
が
職
務
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
謝
礼
と
し
て
贈
ら
れ
る
謝
金
は

給
与
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(反
対
解
釈
と
し
て
､
そ
の
業
務
が
職
務
上
の

も
の
で
あ
る
と
き
は
本
務
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
謝
金
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
る
｡
)
｡

し
た
が
っ
て
､
一
般
職
の
地
方
公
務
員
で
あ
る
委
員
に
対
し
て
報
償
費
を
支
給
し
て
い
る

懇
話
会
等
を
は
じ
め
､
実
地
監
査
を
し
な
か
っ
た
他
の
懇
話
会
等
で
一
般
職
の
地
方
公
務
員

で
あ
る
委
員
に
報
償
費
を
支
給
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
は
､
報
償
費
を
支
給
す
る
際
は

職
務
上
か
職
務
外
か
の
確
認
を
し
た
上
で
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
｡

�
懇
話
会
等
の
代
理
出
席
者
に
対
す
る
報
償
費
支
給
に
つ
い
て

《
検
討
事
項
》

附
属
機
関
に
お
い
て
は
代
理
出
席
者
に
対
す
る
報
酬
支
給
は
皆
無
で
あ
る
が
､
懇
話
会
等

に
お
い
て
は
前
記
第
３
の
３
の
�
に
あ
る
と
お
り
８
懇
話
会
等
に
お
い
て
報
償
費
を
支
給
し

て
い
た
｡

こ
の
う
ち
､
実
地
監
査
を
し
た
懇
話
会
等
の
状
況
を
見
る
と
､
代
理
出
席
者
の
専
門
的
知

識
の
有
無
に
よ
っ
て
報
償
費
支
給
の
区
別
を
し
て
い
る
も
の
､
地
域
単
位
に
設
置
さ
れ
て
い

る
懇
話
会
等
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
地
域
に
よ
っ
て
代
理
出
席
者
に
対
す
る
報
償
費
支

給
の
取
り
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
た
｡

こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
の
差
異
は
妥
当
で
あ
る
の
か
､
代
理
出
席
者
に
対
す
る
報
償
費
支

給
の
判
断
基
準
作
成
の
必
要
性
等
を
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

�
県
職
員
又
は
県
議
会
議
員
で
あ
る
委
員
へ
の
旅
費
(交
通
費
)
支
給
に
つ
い
て

《
改
善
事
項
》

県
職
員
又
は
県
議
会
議
員
で
あ
る
委
員
に
対
す
る
旅
費
支
給
に
当
た
っ
て
は
､
会
議
開
催

地
ま
で
利
用
す
る
交
通
手
段
に
よ
っ
て
交
通
費
支
給
の
有
無
及
び
支
給
額
が
異
な
っ
て
く
る

こ
と
か
ら
交
通
手
段
の
確
認
が
必
要
と
な
る
が
､
利
用
交
通
手
段
を
確
認
し
な
い
ま
ま
公
共

交
通
機
関
を
利
用
し
た
こ
と
と
し
て
交
通
費
を
支
給
し
て
い
た
機
関
が
あ
っ
た
の
で
改
善
す

る
必
要
が
あ
る
｡

[改
善
を
求
め
る
機
関
：
懇
話
会
等
123,129,132,135,166]

�
市
町
村
職
員
､
市
町
村
長
又
は
市
町
村
議
会
議
員
で
あ
る
委
員
へ
の
旅
費
(交
通
費
)
支

給
に
つ
い
て

《
改
善
事
項
》

市
町
村
職
員
､
市
町
村
長
又
は
市
町
村
議
会
議
員
で
あ
る
委
員
に
対
す
る
旅
費
支
給
に
当

た
っ
て
は
､
会
議
開
催
地
ま
で
利
用
す
る
交
通
手
段
が
公
用
車
で
あ
る
場
合
は
交
通
費
を
支

給
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
か
ら
､
公
用
車
利
用
の
有
無
の
確
認
が
必
要
と
な
る
が
､
確
認
し

な
い
ま
ま
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た
こ
と
と
し
て
交
通
費
を
支
給
し
て
い
た
機
関
が
あ
っ

た
の
で
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
｡

[改
善
を
求
め
る
機
関
：
懇
話
会
等
98,123,126,127,128,166]

�
附
属
機
関
の
部
会
等
の
委
員
に
対
す
る
歳
出
科
目
に
つ
い
て

《
検
討
事
項
》

附
属
機
関
に
お
い
て
､
親
会
議
の
委
員
に
対
し
て
は
報
酬
の
科
目
で
､
こ
の
親
会
議
の
も

と
に
設
置
さ
れ
た
小
委
員
会
及
び
ワ
ー
キ
ン
グ
の
委
員
に
対
し
て
は
報
償
費
の
科
目
で
執
行

し
て
い
た
機
関
が
あ
っ
た
が
､
報
償
費
で
の
執
行
が
適
正
な
歳
出
科
目
か
ど
う
か
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
｡

[検
討
を
求
め
る
機
関
：
附
属
機
関
12]

�
報
酬
(報
償
費
)
に
係
る
源
泉
徴
収
に
つ
い
て

《
検
討
事
項
》

実
地
監
査
を
し
た
17附
属
機
関
の
委
員
報
酬
に
係
る
源
泉
徴
収
に
つ
い
て
､
日
額
表
乙
を

適
用
し
て
い
る
も
の
が
11機
関
､
月
額
表
乙
を
適
用
し
て
い
る
も
の
が
６
機
関
と
な
っ
て
い

た
｡
な
お
､
日
額
表
乙
を
適
用
し
て
い
る
附
属
機
関
で
部
会
に
つ
い
て
は
10％
税
率
を
適
用

し
て
い
る
も
の
が
１
機
関
あ
っ
た
｡

実
地
監
査
を
し
た
35懇
話
会
等
の
う
ち
報
償
費
の
支
給
が
な
か
っ
た
４
機
関
を
除
い
た
31

機
関
の
報
償
費
に
係
る
源
泉
徴
収
に
つ
い
て
は
､
日
額
表
乙
を
適
用
し
て
い
る
も
の
が
18機

関
､
月
額
表
乙
を
適
用
し
て
い
る
も
の
が
６
機
関
､
10％
税
率
を
適
用
し
て
い
る
も
の
が
５

機
関
､
親
会
議
は
10％
税
率
で
部
会
は
月
額
表
乙
を
適
用
し
て
い
る
も
の
が
１
機
関
､
源
泉

徴
収
し
て
い
な
い
も
の
が
１
機
関
と
な
っ
て
い
た
｡

以
上
の
よ
う
に
源
泉
徴
収
の
際
の
適
用
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ
た
の
で
､

附
属
機
関
等
を
所
管
す
る
各
課
等
に
お
い
て
は
､
適
用
基
準
が
適
正
か
ど
う
か
改
め
て
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
｡

５
附
属
機
関
等
の
見
直
し
状
況
に
つ
い
て

�
附
属
機
関
等
の
廃
止
の
検
討
を
行
う
も
の
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� �
《
監
査
結
果
》

親
会
議
及
び
部
会
等
の
会
議
の
開
催
実
績
が
な
い
も
の
が
､
附
属
機
関
で
20機
関
､
懇
話

会
等
で
８
機
関
あ
っ
た
｡

《
検
討
事
項
》

特
に
､
次
の
懇
話
会
等
に
つ
い
て
は
､
開
催
実
績
が
な
く
､
か
つ
､
懇
話
会
等
と
し
て
の

役
割
を
終
え
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
廃
止
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

な
お
､
他
の
附
属
機
関
等
に
お
い
て
も
､
法
律
の
設
置
義
務
が
な
い
も
の
で
会
議
の
開
催

実
績
の
な
い
附
属
機
関
等
に
あ
っ
て
は
､
廃
止
を
含
め
､
附
属
機
関
等
の
在
り
方
に
つ
い
て

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

[検
討
を
求
め
る
機
関
：
懇
話
会
等
143]

�
附
属
機
関
等
の
設
置
目
的
等
が
類
似
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

《
検
討
事
項
》

次
の
懇
話
会
等
に
つ
い
て
は
､
設
置
目
的
や
構
成
員
､
活
動
状
況
等
が
類
似
し
て
い
る
の

で
､
統
廃
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

[検
討
を
求
め
る
機
関
：
懇
話
会
等
116,117,118]

第
５
警
察
署
協
議
会
の
概
要

監
査
対
象
と
し
た
18警
察
署
協
議
会
す
べ
て
に
お
い
て
書
類
監
査
を
行
い
､
更
に
４
協
議
会

を
抽
出
し
て
実
地
監
査
を
行
っ
た
｡
(監
査
対
象
警
察
署
協
議
会
の
名
称
は
別
紙
一
覧
表
の
と

お
り
)

書
類
監
査
及
び
実
地
監
査
の
結
果
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

１
警
察
署
協
議
会
の
設
置

警
察
署
協
議
会
は
､
県
内
全
警
察
署
に
設
置
さ
れ
､
18協
議
会
と
な
っ
て
い
る
｡

同
協
議
会
は
､
警
察
法
第
53条
の
２
の
規
定
に
よ
る
法
令
必
置
の
機
関
で
､
そ
の
設
置
目
的

は
警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
警
察
の
事
務
の
処
理
に
関
し
､
警
察
署
長
の
諮
問
に
応
ず

る
と
と
も
に
､
警
察
署
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
機
関
と
さ
れ
て
い
る
｡

警
察
法
の
規
定
を
受
け
て
青
森
県
警
察
署
協
議
会
条
例
(平
成
13年
青
森
県
条
例
第
４
号
｡

以
下
｢条
例
｣
と
い
う
｡
)
及
び
青
森
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
(以
下
｢規
則
｣
と

い
う
｡
)
が
定
め
ら
れ
､
県
内
の
各
警
察
署
に
警
察
署
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
や
そ
れ
ぞ
れ

の
委
員
定
数
等
運
営
に
関
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
｢青
森
県
警
察
署
協
議
会
の
運
用
に
つ
い
て
｣
(Ｈ
13.５

.22青
森
県
警
察
本
部
長
通

知
(以
下
｢運
用
｣
と
い
う
｡
)
)
に
基
づ
き
警
察
署
協
議
会
の
具
体
的
な
運
営
を
行
っ
て
い
る
｡

２
委
員
の
任
命
状
況

�
委
員
の
定
数
等

規
則
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
各
警
察
署
協
議
会
の
定
数
は
､
最
小
で
５
人
以
内
か
ら
最
大
で

13人
以
内
で
､
各
警
察
署
協
議
会
と
も
定
数
上
限
の
委
員
を
選
任
し
て
お
り
､
そ
の
合
計
は

130人
と
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
委
員
の
任
期
は
２
年
と
な
っ
て
お
り
､
２
回
に
限
り
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡

表
18
委
員
数

[人
]

�
女
性
委
員
の
選
任
状
況
及
び
委
員
の
年
齢
構
成

委
員
の
選
任
は
､
各
警
察
署
長
か
ら
候
補
者
の
推
薦
を
受
け
て
県
公
安
委
員
会
が
行
っ
て

お
り
､
｢候
補
者
の
う
ち
､
委
員
定
数
の
少
な
く
と
も
３
割
程
度
の
員
数
を
女
性
と
す
る
こ

と
｡
｣
と
さ
れ
て
い
る
(平
成
19年
３
月
９
日
付
通
知
)
が
､
女
性
委
員
の
選
任
状
況
は
表

19の
と
お
り
､
18協
議
会
す
べ
て
に
お
い
て
女
性
委
員
を
選
任
し
て
お
り
､
18協
議
会
全
体

の
女
性
委
員
の
構
成
割
合
は
33.8％

と
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
委
員
の
年
齢
構
成
は
表
20の
と
お
り
と
な
っ
て
お
り
､
60歳
代
49人

(37.7％
)
､

50歳
代
37人

(28.5％
)
､
40歳
代
31人

(23.8％
)
と
な
っ
て
い
る
｡

表
19
女
性
委
員
の
選
任
状
況

[人
]
表
20
委
員
の
年
齢
構
成

[人
]

青 森 県 報平成20年４月16日 水曜日 号外第49号 ��

委
員
数

130

[機
関
別
内
訳
]

[機
関
]

５
人

10

７
人

３

10人
２

13人
３

計
18

女
性
割
合

33.8％

委
員
数

44

[機
関
別
内
訳
]

[機
関
]

０
人

０
50歳
代

40歳
代

30歳
代

20歳
代

37 31 ２ ０

―
23

―
―
24

―



� �

３
協
議
会
の
運
営
状
況

�
会
議
の
開
催
回
数
､
内
容
及
び
開
催
場
所

開
催
回
数
は
､
18協
議
会
合
計
で
57回
と
な
っ
て
お
り
､
そ
の
う
ち
３
回
(13協

議
会
)

が
最
も
多
く
､
次
い
で
４
回
(４
協
議
会
)
､
２
回
(１
協
議
会
)
と
な
っ
て
い
る
｡

会
議
の
主
な
内
容
は
､
個
別
の
治
安
問
題
等
の
ほ
か
､
警
察
署
の
年
間
重
点
実
施
事
項
の

説
明
等
を
行
い
委
員
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

会
議
を
開
催
し
た
57回
の
開
催
場
所
は
､
56回
が
署
内
会
議
室
と
な
っ
て
お
り
､
１
回
は

署
内
会
議
室
が
使
え
な
い
た
め
有
料
会
場
を
利
用
し
て
い
る
｡

�
委
員
の
出
席
状
況

会
議
へ
の
委
員
の
出
席
状
況
は
表
21の
と
お
り
と
な
っ
て
お
り
､
18協
議
会
平
均
の
出
席

率
が
85.7％

で
､
そ
の
う
ち
出
席
率
100％

の
協
議
会
が
４
協
議
会
と
な
っ
て
い
る
｡

表
21
会
議
へ
の
委
員
の
出
席
状
況
[機
関
]

�
会
議
資
料
の
配
付
時
期
の
状
況

会
議
資
料
の
配
付
時
期
に
つ
い
て
は
､
運
用
に
お
い
て
､
原
則
と
し
て
会
議
の
数
日
前
に

配
付
す
る
な
ど
し
､
委
員
が
事
前
に
十
分
検
討
で
き
る
時
間
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡

会
議
資
料
の
配
付
時
期
の
状
況
は
､
表
22の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
｡

表
22
会
議
資
料
の
配
付
時
期

[機
関
]

※
事
前
又
は
当
日
配
付
は
､
資
料
の
内
容
に
よ
り
事
前
配
付
の
ほ
か
に
当
日
配
布
す
る
も
の
､

会
議
ご
と
に
事
前
配
付
や
当
日
配
布
と
な
る
も
の
な
ど
で
あ
る
｡

�
議
事
録
の
作
成
状
況
及
び
会
長
の
確
認
状
況

議
事
録
に
つ
い
て
は
､
運
用
に
お
い
て
､
会
議
開
催
の
都
度
議
事
録
を
作
成
し
､
協
議
会

の
会
長
の
確
認
を
得
て
保
管
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡

議
事
録
は
､
18協
議
会
す
べ
て
に
お
い
て
作
成
さ
れ
て
い
た
が
､
会
長
の
確
認
に
つ
い
て

は
､
書
類
監
査
で
確
認
を
得
て
い
な
い
と
回
答
が
あ
っ
た
も
の
が
９
協
議
会
､
実
地
監
査
で

確
認
を
得
た
と
い
う
こ
と
を
書
類
上
確
認
で
き
な
い
も
の
が
１
協
議
会
あ
っ
た
｡

�
議
事
概
要
等
の
公
表

議
事
概
要
に
つ
い
て
は
､
運
用
に
お
い
て
､
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
部
分
を
除

き
協
議
会
の
了
解
を
得
た
う
え
で
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
､
す
べ
て
の
協
議
会
で
公

表
さ
れ
て
い
た
｡

委
員
の
氏
名
の
公
表
に
つ
い
て
は
､
運
用
に
お
い
て
､
あ
ら
か
じ
め
委
員
の
了
解
を
得
た

う
え
で
公
表
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
､
公
表
し
て
い
る
の
は
11協
議
会
と
な
っ
て
い

た
｡ま
た
､
議
事
概
要
及
び
委
員
の
氏
名
の
公
表
は
､
各
警
察
署
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
し
て

行
わ
れ
て
い
る
｡

�
会
議
の
公
開
に
つ
い
て

会
議
の
公
開
に
つ
い
て
は
､
運
用
に
お
い
て
､
会
議
に
お
け
る
率
直
な
意
見
交
換
の
確
保

等
を
考
慮
の
う
え
協
議
会
に
お
い
て
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
､
公
開
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
の
は
10協
議
会
と
な
っ
て
い
る
｡

�
委
員
報
酬
に
つ
い
て

警
察
署
協
議
会
の
委
員
に
対
す
る
報
酬
に
つ
い
て
は
､
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

青 森 県 報������	
�� �� 号外第49号
�
１
人

２

２
人

11

３
人

２

４
人

１

５
人

２

計
18

70％
未
満

０

70％
以
上
80％
未
満

３

80％
以
上
90％
未
満

５

90％
以
上
100％

未
満

６

100％
４

計
18

平
均
出
席
率

85.7％

事
前
配
付

５

当
日
配
布

９

事
前
又
は
当
日
配
布
※

４

計
18

計

80歳
代

70歳
代

60歳
代

130

０ 11 49

―
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―
―
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―



� �
条
例
で
､
日
額
9,800円

と
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

第
６
改
善
事
項

《
議
事
録
の
会
長
確
認
に
つ
い
て
》

議
事
録
に
つ
い
て
会
長
の
確
認
を
得
て
い
な
い
と
こ
ろ
や
確
認
方
法
が
十
分
で
な
い
と
こ

ろ
が
見
ら
れ
た
の
で
､
こ
れ
ら
の
警
察
署
に
お
い
て
は
､
議
事
録
は
会
長
の
確
認
を
得
る
こ

と
や
､
確
認
を
得
た
こ
と
を
書
類
上
記
録
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

◆
監
査
対
象
附
属
機
関
等
一
覧

【
附
属
機
関
】

青 森 県 報平成20年４月16日 水曜日 号外第49号 ��

番
号
実
地
監
査

�
附
属
機
関
名

所
管
所
属
名

１
青
森
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会

人
事
課

2
青
森
県
公
務
災
害
補
償
等
認
定
委
員
会

人
事
課

3
青
森
県
公
務
災
害
補
償
等
審
査
会

人
事
課

4
○

青
森
県
私
立
学
校
審
議
会

総
務
学
事
課

5
青
森
県
情
報
公
開
審
査
会

総
務
学
事
課

6
青
森
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会

総
務
学
事
課

7
青
森
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会

市
町
村
振
興
課

8
青
森
県
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会

市
町
村
振
興
課

9
青
森
県
防
災
会
議

防
災
消
防
課

10
青
森
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部

防
災
消
防
課

11
青
森
県
国
民
保
護
協
議
会

防
災
消
防
課

12
○

青
森
県
総
合
計
画
審
議
会

企
画
課

13
青
森
県
交
通
安
全
対
策
会
議

県
民
生
活
文
化
課

14
○

青
森
県
消
費
生
活
審
議
会

県
民
生
活
文
化
課

15
○

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会

青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課

16
青
森
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会

青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課

17
○

青
森
県
環
境
審
議
会

環
境
政
策
課

18
青
森
県
公
害
審
査
会

環
境
政
策
課

19
青
森
県
環
境
影
響
評
価
審
査
会

環
境
政
策
課

20
青
森
県
社
会
福
祉
審
議
会

健
康
福
祉
政
策
課

21
青
森
県
准
看
護
師
試
験
委
員

医
療
薬
務
課

22
青
森
県
地
方
薬
事
審
議
会

医
療
薬
務
課

23
青
森
県
麻
薬
中
毒
審
査
会

医
療
薬
務
課

24
青
森
県
医
療
審
議
会

医
療
薬
務
課

25
青
森
県
生
活
衛
生
適
正
化
審
議
会

保
健
衛
生
課

26
青
森
県
国
民
健
康
保
険
審
査
会

高
齢
福
祉
保
険
課

27
青
森
県
介
護
保
険
審
査
会

高
齢
福
祉
保
険
課

28
青
森
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会

障
害
福
祉
課

29
青
森
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

障
害
福
祉
課

―
27

―
―
28

―
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懇
話
会
等
】
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30

○
青
森
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
障
害
福
祉
課

31
東
地
方
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

32
弘
前
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

33
八
戸
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

34
五
所
川
原
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会

西
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

35
上
十
三
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

36
む
つ
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会

下
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

37
○

東
地
方
保
健
所
結
核
診
査
協
議
会

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

38
○

弘
前
保
健
所
結
核
診
査
協
議
会

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

39
○

八
戸
保
健
所
結
核
診
査
協
議
会

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

40
○

五
所
川
原
保
健
所
結
核
診
査
協
議
会

西
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

41
○

上
十
三
保
健
所
結
核
診
査
協
議
会

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

42
○

む
つ
保
健
所
結
核
診
査
協
議
会

下
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

43
○

青
森
県
精
神
医
療
審
査
会

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

44
青
森
県
中
小
企
業
調
停
審
議
会

商
工
政
策
課

45
青
森
県
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
審
議
会

経
営
支
援
課

46
青
森
県
職
業
能
力
開
発
審
議
会

労
政
・
能
力
開
発
課

47
青
森
県
農
政
審
議
会

農
林
水
産
政
策
課

48
青
森
県
卸
売
市
場
審
議
会

総
合
販
売
戦
略
課

49
青
森
県
農
業
共
済
保
険
審
査
会

団
体
経
営
改
善
課

50
青
森
県
森
林
審
議
会

林
政
課

51
青
森
県
水
産
振
興
審
議
会

水
産
振
興
課

52
青
森
県
八
戸
漁
港
管
理
会

漁
港
漁
場
整
備
課

53
青
森
県
大
畑
漁
港
管
理
会

漁
港
漁
場
整
備
課

54
青
森
県
鰺
ケ
沢
漁
港
管
理
会

漁
港
漁
場
整
備
課

55
青
森
県
三
沢
漁
港
管
理
会

漁
港
漁
場
整
備
課

56
青
森
県
小
泊
漁
港
管
理
会

漁
港
漁
場
整
備
課

57
青
森
県
白
糠
漁
港
管
理
会

漁
港
漁
場
整
備
課

58
青
森
県
佐
井
漁
港
管
理
会

漁
港
漁
場
整
備
課

59
青
森
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会

監
理
課

60
青
森
県
土
地
収
用
あ
っ
せ
ん
委
員

監
理
課

61
青
森
県
土
地
収
用
仲
裁
委
員

監
理
課

62
青
森
県
土
地
収
用
事
業
認
定
審
議
会

監
理
課

63
○

青
森
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会

整
備
企
画
課

64
青
森
県
土
地
利
用
審
査
会

整
備
企
画
課

65
青
森
県
水
防
協
議
会

河
川
砂
防
課

66
青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
保
全
創
造

審
議
会

河
川
砂
防
課

67
青
森
県
地
方
港
湾
審
議
会

港
湾
空
港
課

68
青
森
県
都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
課

69
青
森
県
景
観
形
成
審
議
会

都
市
計
画
課

70
青
森
県
建
築
審
査
会

建
築
住
宅
課

71
青
森
県
建
築
士
審
査
会

建
築
住
宅
課

72
青
森
県
開
発
審
査
会

建
築
住
宅
課

73
青
森
県
む
つ
小
川
原
開
発
審
議
会

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
振
興
課

74
青
森
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会

義
務
教
育
課

75
青
森
県
産
業
教
育
審
議
会

県
立
学
校
課

76
青
森
県
社
会
教
育
委
員

生
涯
学
習
課

77
青
森
県
生
涯
学
習
審
議
会

生
涯
学
習
課

78
○

青
森
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

79
○

青
森
県
文
化
財
保
護
審
議
会

文
化
財
保
護
課

80
○

青
森
県
立
郷
土
館
協
議
会

文
化
財
保
護
課

81
青
森
県
立
図
書
館
協
議
会

青
森
県
立
図
書
館

番
号
実
地
監
査

�
懇
話
会
等
名

所
管
所
属
名

82
青
森
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会

総
務
学
事
課

―
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83

青
森
県
行
政
改
革
推
進
委
員
会

行
政
経
営
推
進
室

84
青
森
県
公
社
等
理
事
長
候
補
者
審
査
会

行
政
経
営
推
進
室

85
青
森
県
公
社
等
点
検
評
価
委
員
会

行
政
経
営
推
進
室

86
○

青
森
県
公
共
事
業
再
評
価
審
議
委
員
会

政
策
調
整
課

87
青
森
県
政
策
懇
話
会

政
策
調
整
課

88
青
森
県
公
共
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
検
討
委
員

会
政
策
調
整
課

89
○

青
森
県
バ
ス
交
通
等
対
策
協
議
会

新
幹
線
・
交
通
政
策
課

90
青
森
県
原
子
力
政
策
懇
話
会

原
子
力
施
設
安
全
検
証
室

91
青
森
県
史
編
さ
ん
委
員
会

県
民
生
活
文
化
課

92
子
ど
も
の
豊
か
な
心
を
育
む
あ
し
ゅ
ま
る
運

動
推
進
会
議

青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課

93
青
森
県
環
境
保
全
施
策
推
進
協
議
会

環
境
政
策
課

94
青
森
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
委
員
会

環
境
政
策
課

95
新
む
つ
小
川
原
開
発
基
本
計
画
に
係
る
環
境

影
響
評
価
審
査
委
員
会

環
境
政
策
課

96
青
森
県
循
環
型
社
会
形
成
推
進
委
員
会

環
境
政
策
課

97
青
森
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
審
査
会

環
境
政
策
課

98
○

青
森
県
原
子
力
施
設
環
境
放
射
線
等
評
価
監

視
会
議

原
子
力
安
全
対
策
課

99
原
子
力
船
｢む
つ
｣
安
全
監
視
委
員
会

原
子
力
安
全
対
策
課

100
○

下
北
半
島
ニ
ホ
ン
ザ
ル
保
護
管
理
対
策
協
議

会
自
然
保
護
課

101
県
境
不
法
投
棄
現
場
原
状
回
復
対
策
推
進
協

議
会

県
境
再
生
対
策
室

102
青
森
・
岩
手
県
境
不
法
投
棄
事
案
に
係
る
風

評
被
害
認
定
委
員
会

県
境
再
生
対
策
室

103
青
森
県
保
健
・
医
療
・
福
祉
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
推
進
協
議
会

健
康
福
祉
政
策
課

104
青
森
県
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
議
会

健
康
福
祉
政
策
課

105
青
森
県
緊
急
被
ば
く
医
療
検
討
委
員
会

医
療
薬
務
課

106
○

青
森
県
献
血
推
進
協
議
会

医
療
薬
務
課

107
青
森
県
医
療
安
全
推
進
協
議
会

医
療
薬
務
課

108
青
森
県
小
児
救
急
医
療
対
策
協
議
会

医
療
薬
務
課

109
○

あ
お
も
り
地
域
医
療
・
医
師
支
援
機
構
運
営

委
員
会

医
療
薬
務
課

110
青
森
県
が
ん
医
療
検
討
委
員
会

医
療
薬
務
課

111
青
森
県
周
産
期
医
療
協
議
会

医
療
薬
務
課

112
青
森
県
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
審
査
会

保
健
衛
生
課

113
青
森
県
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療

研
究
事
業
審
査
会

保
健
衛
生
課

114
○

青
森
県
生
活
習
慣
病
検
診
管
理
指
導
協
議
会
保
健
衛
生
課

115
青
森
県
小
児
が
ん
等
が
ん
調
査
委
員
会

保
健
衛
生
課

116
○

健
康
寿
命
ア
ッ
プ
計
画
推
進
委
員
会

保
健
衛
生
課

117
○

健
康
寿
命
ア
ッ
プ
会
議

保
健
衛
生
課

118
○

め
ざ
せ
長
寿
作
戦
本
部

保
健
衛
生
課

119
○

青
森
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
保
健
衛
生
課

120
青
森
県
結
核
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
委
員
会

保
健
衛
生
課

121
青
森
県
小
児
慢
性
特
定
疾
患
対
策
協
議
会

こ
ど
も
み
ら
い
課

122
青
森
県
精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
連
絡
調

整
委
員
会

障
害
福
祉
課

123
○

青
森
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

124
○

津
軽
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

125
○

八
戸
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

126
○

西
北
五
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会

西
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

127
○

上
十
三
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

128
○

下
北
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会

下
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

129
○

青
森
地
域
保
健
・
医
療
・
福
祉
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
推
進
会
議

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

130
○

津
軽
地
域
保
健
・
医
療
・
福
祉
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
推
進
会
議

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

131
○

八
戸
地
域
保
健
・
医
療
・
福
祉
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
推
進
会
議

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

132
○

西
北
五
地
域
保
健
・
医
療
・
福
祉
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
推
進
会
議

西
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

133
○

上
十
三
地
域
保
健
・
医
療
・
福
祉
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
推
進
会
議

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

―
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134
○

下
北
地
域
保
健
・
医
療
・
福
祉
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
推
進
会
議

下
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

135
○

青
森
ブ
ロ
ッ
ク
精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム

連
絡
調
整
委
員
会

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

136
○

津
軽
地
域
精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
連
絡

調
整
委
員
会

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

137
○

八
戸
地
域
精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
連
絡

調
整
委
員
会

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

138
○

西
北
五
地
域
精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
連

絡
調
整
委
員
会

西
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

139
○

上
十
三
地
域
精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
連

絡
調
整
委
員
会

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

140
○

下
北
地
域
精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
連
絡

調
整
委
員
会

下
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

141
青
森
県
研
究
開
発
外
部
評
価
委
員
会

新
産
業
創
造
課

142
○

青
森
県
海
外
産
業
経
済
交
流
検
討
委
員
会

海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
チ
ー

ム

143
○

三
内
丸
山
文
化
観
光
拠
点
づ
く
り
懇
話
会

観
光
企
画
課

144
青
森
県
美
術
資
料
収
集
評
価
委
員
会

青
森
県
立
美
術
館

145
青
森
県
立
美
術
館
運
営
諮
問
会
議

青
森
県
立
美
術
館

146
Ｖ
ｉ
Ｃ
・
ウ
ー
マ
ン
認
定
委
員
会

農
林
水
産
政
策
課

147
青
森
県
産
米
愛
用
推
進
委
員
会

総
合
販
売
戦
略
課

148
青
森
県
食
の
安
全
・
安
心
対
策
本
部

食
の
安
全
・
安
心
推
進
課

149
青
森
県
食
育
推
進
会
議

食
の
安
全
・
安
心
推
進
課

150
青
森
県
農
業
関
係
国
庫
交
付
金
事
業
検
討
委

員
会

構
造
政
策
課

151
○

青
森
県
中
山
間
地
域
対
策
協
議
会

構
造
政
策
課

152
○

水
稲
品
種
育
成
懇
談
会

農
産
園
芸
課

153
青
森
県
米
生
産
流
通
対
策
検
討
委
員
会

農
産
園
芸
課

154
青
森
県
中
山
間
地
域
ふ
る
さ
と
活
性
化
基
金

運
営
委
員
会

農
村
整
備
課

155
青
森
県
農
業
農
村
整
備
環
境
情
報
協
議
会

農
村
整
備
課

156
青
森
県
海
面
利
用
協
議
会

水
産
振
興
課

157
青
森
県
日
本
海
地
区
海
面
利
用
協
議
会

水
産
振
興
課

158
青
森
県
太
平
洋
地
区
海
面
利
用
協
議
会

水
産
振
興
課

159
青
森
県
陸
奥
湾
地
区
海
面
利
用
協
議
会

水
産
振
興
課

160
青
森
県
漁
獲
可
能
量
管
理
協
議
会

水
産
振
興
課

161
青
森
県
漁
協
等
経
営
基
盤
強
化
対
策
協
議
会
水
産
振
興
課

162
青
森
県
栽
培
漁
業
推
進
協
議
会

水
産
振
興
課

163
青
森
県
入
札
監
視
委
員
会

監
理
課

164
青
森
県
公
共
調
達
改
革
推
進
委
員
会

監
理
課

165
青
森
県
地
価
調
査
会
議

整
備
企
画
課

166
○

青
森
県
原
子
力
安
全
対
策
委
員
会

原
子
力
立
地
対
策
課

167
中
南
地
域
仕
事
づ
く
り
等
活
性
化
協
議
会

中
南
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部

168
青
森
県
就
学
指
導
委
員
会

県
立
学
校
課

169
三
内
丸
山
遺
跡
発
掘
調
査
委
員
会

文
化
財
保
護
課

170
○

青
森
県
古
式
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
委
員

文
化
財
保
護
課

171
青
森
県
近
代
文
学
館
評
議
委
員
会

青
森
県
立
図
書
館

172
青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議

会
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

173
青
森
県
立
梵
珠
少
年
自
然
の
家
運
営
協
議
会
梵
珠
少
年
自
然
の
家

174
青
森
県
立
種
差
少
年
自
然
の
家
運
営
協
議
会
種
差
少
年
自
然
の
家

番
号
実
地
監
査

�
警
察
署
協
議
会
名

所
管
所
属
名

175
青
森
警
察
署
協
議
会

青
森
警
察
署

176
八
戸
警
察
署
協
議
会

八
戸
警
察
署

177
弘
前
警
察
署
協
議
会

弘
前
警
察
署

178
五
所
川
原
警
察
署
協
議
会

五
所
川
原
警
察
署

179
黒
石
警
察
署
協
議
会

黒
石
警
察
署

180
十
和
田
警
察
署
協
議
会

十
和
田
警
察
署

181
三
沢
警
察
署
協
議
会

三
沢
警
察
署

182
○

む
つ
警
察
署
協
議
会

む
つ
警
察
署

183
野
辺
地
警
察
署
協
議
会

野
辺
地
警
察
署

184
つ
が
る
警
察
署
協
議
会

つ
が
る
警
察
署

185
三
戸
警
察
署
協
議
会

三
戸
警
察
署

186
○

鰺
ケ
沢
警
察
署
協
議
会

鰺
ケ
沢
警
察
署

187
七
戸
警
察
署
協
議
会

七
戸
警
察
署

―
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188

○
青
森
南
警
察
署
協
議
会

青
森
南
警
察
署

189
外
ヶ
浜
警
察
署
協
議
会

外
ヶ
浜
警
察
署

190
○

五
戸
警
察
署
協
議
会

五
戸
警
察
署

191
板
柳
警
察
署
協
議
会

板
柳
警
察
署

192
大
間
警
察
署
協
議
会

大
間
警
察
署

番
号

懇
話
会
等
名

所
管
所
属
名

193
青
森
県
交
通
対
策
協
議
会

県
民
生
活
文
化
課

194
青
森
県
葉
た
ば
こ
生
産
振
興
対
策
協
議
会

農
産
園
芸
課

番
号

懇
話
会
等
名

所
管
所
属
名

195
青
森
圏
域
脳
卒
中
地
域
連
携
パ
ス
作
成
検
討
委
員
会

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

196
八
戸
圏
域
地
域
連
携
パ
ス
定
着
支
援
検
討
会

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

197
上
十
三
圏
域
地
域
連
携
パ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
検
討
会

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福

祉
部
保
健
総
室

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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